
【別紙 11】 

＜参照条文＞ 

● 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）

（抄） 

 

（技能実習計画の認定） 

第八条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人（親会社（会社法（平成十七年法律第八十六

号）第二条第四号に規定する親会社をいう。）とその子会社（同条第三号に規定する子会社をいう。）

の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合は

これら複数の法人）は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関す

る計画（以下「技能実習計画」という。）を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に

提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

２～５ （略） 

 

（認定の基準） 

第九条 出入国在留管理庁及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その

技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとす

る。 

 一～五 （略） 

 六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。 

 七～十一 （略） 

 

（認定の欠格事由） 

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。 

 一～七 （略） 

八 第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合（同項第三号の規定に

より実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当す

ることとなったことによる場合に限る。）において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項

が発生した当時現に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。）であった者で、当

該取消しの日から起算して五年を経過しないもの 
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著し

く不当な行為をした者 

 十～十一 （略） 

 十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

 十三 （略） 

 

 

 



（認定の取消し等） 

第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認

定を取り消すことができる。 

 一 （略） 

二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 

 三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 四～六 （略） 

 七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

２ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、

その旨を公示しなければならない。 

 

（監理団体の許可） 

第二十三条 監理事業を行おうとする者は、次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなけ

ればならない。 

 一～二 （略）  

２～７ （略） 

 

（許可の基準等） 

第二十五条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 

 一 （略） 

 ニ 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有す

るものであること。 

 三～八 （略） 

 

（許可の取消し等） 

第三十七条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すこと

ができる。 

 一  第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 

 二～三 （略） 

 四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又

はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

 五 （略） 

２～３（略） 

４ 主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又は前項

の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。 

 

 

 

 



（認定計画に従った実習監理等） 

第三十九条 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために

必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。 

２ （略） 

３ 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の

実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。 

 

 

●外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（平成 28 年法務省・厚

生労働省令第３号）（抄） 

 

（技能実習を行わせる体制及び事業所の設備） 

第十二条 法第九条第六号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める基

準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 

 一～七 （略） 

 八 申請者又はその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号に

おいて同じ。）若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行って

いないこと。 

 九～十四 （略） 

２ （略） 

 

（監理団体の業務の実施に関する基準） 

第五十二条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

 一 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労

働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監

理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法（法務 

  大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものである場合にあっては、当該

特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び

作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質

上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方

法については、これに代えて他の適切な方法）により、団体監理型実習実施者に対し三月に一回以

上の頻度で監査を適切に行うこと。 

  イ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。 

  ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。 

  ハ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の四分の

一以上（当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては二人以上）と面談する

こと。 



  ニ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧

すること。 

  ホ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施

設その他の生活環境を確認すること。 

 二 （略） 

 三 第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、団

体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地によ

る確認（団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合に

あっては、他の適切な方法による確認）を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導

を行うこと。 

 四～十六 （略） 

 

 


